
亀山市保育の利用に関する規則をここに公布する。  

平成２７年３月３１日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第７号  

 

   亀山市保育の利用に関する規則  

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第２４条に規定する保育所等における保育の

利用に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）保育所  法第２４条第１項に規定する保育所をいう。  

（２）認定こども園  法第２４条第２項に規定する認定こども園を

いう。  

（３）家庭的保育事業等  法第２４条第２項に規定する家庭的保育

事業等をいう。  

（４）小学校就学前子ども  子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第６条第１項に規定する小学校就学前子どもを

いう。  

（利用の申込み）  

第３条  保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等（以下これら

を「保育所等」という。）における保育の利用を希望する小学校

就学前子どもの保護者（子ども・子育て支援法第１９条第１項第

２号又は第３号の区分に係る認定を受けた者に限る。以下「利用

申込者」という。）は、保育所等利用申込書（様式第１号。以下

「申込書」という。）を亀山市福祉事務所長（以下「所長」とい

う。）に提出しなければならない。  



２  前項の規定による申込書の提出は、利用申込者の依頼を受けた

保育所等を通じて行うことができる。  

３  前項の規定による申込書の提出に関わる者は、正当な理由がな

く、その利用の申込みに関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。  

（利用の決定等）  

第４条  所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査

し、保育の利用を決定したときは、保育所利用決定通知書（様式

第２号）により利用申込者に通知するものとする。  

（保育所を利用する小学校就学前子どもの選考）  

第５条  所長は、一の保育所について、第３条の規定により利用の

申込みをした小学校就学前子ども及び当該保育所を現に利用して

いる小学校就学前子どもの総数が当該保育所の定員を超える場合

においては、公正な方法により選考するものとする。  

２  所長は、前項の規定による選考の結果、認定こども園又は家庭

的保育事業等の利用を調整したときは、保育所等利用調整結果通

知書（様式第３号）により利用申込者に通知するものとする。  

３  所長は、第１項の規定による選考及び前項の規定による調整の

結果、保育所等の定数等の事情により保育所等の利用を保留した

ときは、保育所等利用保留通知書（様式第４号）により利用申込

者に通知するものとする。  

４  所長は、前項の規定により保育所等の利用を保留した場合にお

いて、利用を希望する保育所等の利用が可能となったときは、当

該保育所等の利用の決定又は調整を通知するものとする。  

（利用の解除）  

第６条  所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、保育の利用を解除することができる。  

（１）偽りその他不正な手段により保育の利用の決定を受けたとき。  

（２）正当な理由なく相当な期間保育所の利用をしないとき。  



（３）前各号に掲げるもののほか、所長が保育所の利用を解除する

必要があると認めるとき。  

３  所長は、前項の規定により保育の利用を解除することを決定し

ときは、保育所利用解除決定通知書（様式第５号）により利用者

に通知するものとする。  

（届出）  

第７条  利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やか

にその旨を所長に届け出なければならない。  

（１）保育所を利用している小学校就学前子どもを当該保育所から

退所させようとするとき。  

（２）保育所を利用している小学校就学前子どもに疾病その他の事

故が生じたとき。  

（３）保育所を利用している小学校就学前子ども又はその保護者が

住所を異動したとき。  

（４）第３条の申込書の記載事項に変更があったとき。  

 （その他）  

第８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定め

る。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

（亀山市保育の実施に関する規則の廃止）  

２  亀山市保育の実施に関する規則（平成１７年亀山市規則第５３

号）は、廃止する。  



様式第１号（第３条関係）  

次のとおり、保育所等の利用を申し込みます。

（既に支給認定を受けている場合）

□ 男

□ 女

①

②

□ 幼稚園に通う

□ 保育所等の結果を待つ

歳 歳

□ 同居 □ 同居

□ 別居 □ 別居

□ 就労 □ 妊娠・出産 □ 疾病・障がい □ 介護等 □ 就労 □ 妊娠・出産 □ 疾病・障がい □ 介護等

□ 災害復旧 □ 求職中 □ その他（　　　　　　　　　　　　） □ 災害復旧 □ 求職中 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

（ ） （ ）

　勤務日数・時間 　勤務日数・時間

□ 週 □ 月 日 ： ～ ： □ 週 □ 月 日 ： ～ ：

　通院日数 □ 週 □ 月 日 　通院日数 □ 週 □ 月 日
具体的な状況（介護・手帳の有無等、保育できない状況を記入してください。） 具体的な状況（介護・手帳の有無等、保育できない状況を記入してください。）

□ 就労 □ 妊娠・出産 □ 疾病・障がい □ 介護等

歳 □ 災害復旧 □ 求職中 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

（ ） 　通院日数 □ 週 □ 月 日

　勤務日数・時間 具体的な状況（介護・手帳の有無等、保育できない状況を記入してください。

□ 週 □ 月 日 ： ～ ：

□ 就労 □ 妊娠・出産 □ 疾病・障がい □ 介護等

歳 □ 災害復旧 □ 求職中 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

（ ） 　通院日数 □ 週 □ 月 日

　勤務日数・時間 具体的な状況（介護・手帳の有無等、保育できない状況を記入してください。

□ 週 □ 月 日 ： ～ ：

□ 就労 □ 妊娠・出産 □ 疾病・障がい □ 介護等

歳 □ 災害復旧 □ 求職中 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

（ ） 　通院日数 □ 週 □ 月 日

　勤務日数・時間 具体的な状況（介護・手帳の有無等、保育できない状況を記入してください。

□ 週 □ 月 日 ： ～ ：

＜必ず裏面も記入してください。＞

希望
利用
開始日

保育所等の名称

□

□

□

保育所等の名称 見学済

日平成

生年
月日

年

認定日 月年

平成 月 日

第３
希望

第４
希望

幼稚園等との
併願の予定

□

性
別

続
柄

氏名

□

第１
希望

保育所等利用申込書

申請日 平成 年 月 日亀山市福祉事務所長　様

） 幼稚園に内定した場合

希望利用開始日時点

） 　病名（

日保
護
者

ふりがな

電話 電話

□

氏名

入所を
希望する
保育所等

住所 連絡先

第５
希望

第６
希望

児
童

支給認定
番号

平成

ふりがな

年 月

第７
希望

第８
希望

□ 有 ⇒ 園名： （無

第２
希望

父
母
の
状
況

父 母

氏
名

年
齢

希望利用開始日時点 氏
名

年
齢

希望利用開始日時点

氏
名

そ
の
他
の
同
居
者
の
状
況

　病名（

　就労先（ ）

希望利用開始日時点

見学済

□

□

□

　病名（ ）

　就労先（ ） 　病名（ ）

年
齢

電話

　就労先（ ）

別居の
住所

別居の
住所

氏
名

年
齢

希望利用開始日時点

電話

　就労先（

氏
名

年
齢

電話

（　　　　　）　　　　　　－

（　　　　　）　　　　　　－

） 就労先（ ）

） 　病名（ ）

 



□ 年 月 日から

□ 保育者名

□ 年 月 日から

氏名又は施設名

住所又は所在地 電話番号 （ ）

保育時間 ： ～ ： 保育料月額 円

□ その他

□ 無

□ ） 年 月 日から

□ 通院 □ 週 □ 月 □ 年 （ ） 回

□ 入院歴 年 月 日 ～ 年 月 日

）

乳幼児健診の際に医師または保健師等から心身の発達等についての助言の有無

□ 無

□ □ ４か月児検診・１０か月児検診 □ １歳６か月児検診 □ ３歳児検診

□ その他（のびのび教室・発達相談等）

言葉や発育について相談している病院や施設

□ 無

□ ） 年 月 日から

月 回

□ 無

□ □ 卵 □ 牛乳 □ 大豆 □ □ そば □ ）

除去の内容 □ 完全除去 □ 部分除去 □ 除去なし

医師の指導に基づいて □ いる □ いない

食物以外のアレルギー（ ）

症状　　　　　　　　　　　（ ）

エピペンの使用について

□ 無

□

□ 無

□ 薬の名称（ ）

□ 飲み薬 □ 塗り薬 □ その他（ ） 回／日

※原則として、保育所等での投薬行為はできません。

保育所等の利用にあたり、健康上又は発育上気になることがありましたら記入してください。

□ 同じ保育所等で同時期の入所のみを希望する（それ以外の入所は希望しない。）。

□ 同時に入所できれば、きょうだい別施設でもよい（１人だけの入所は希望しない。）。

□ １人だけの入所でも希望する。

□ その他（きょうだいの組み合わせ等について詳細に記入してください。）

【きょうだいが同時に入所可能な場合】

□ きょうだい別園でも希望順位を優先する。

□ 同園であれば希望順位が低い園でもよい。

きょうだい
２人以上で
申込む場合

保
育
状
況

児
童
の
状
況

送迎
予定者

朝 夕□ 父 □ 母 □ その他（ ）

その他

健
康
状
態

有　⇒
投薬の状況

その他（

平成

有　⇒

施設名（

小麦粉

有　⇒

平成

平成 平成

病名（

有　⇒

病歴・
持病等

その後の経過（

有　⇒

平成次のところに預けている　⇒

児童から見た続柄

その他（ ）□ 父 □ 母 □

）発育

アレルギー
の状況

有

職場でみている　⇒

自宅でみている　⇒

平成

（ ）

内容（

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係）  

第    号  

年   月   日  

 

 

       様  

 

亀山市福祉事務所長         印   

 

 

保育所利用決定通知書  
 

 

保育所の利用については、次のとおり決定いたしましたから通知

いたします。  

 

利用する小学校就学
前子どもの氏名及び
生年月日  年   月   日  

利用する保育所の  
名称及び所在地  

 
 
 

 
利用の期間  
 

年   月   日から  
   年   月   日まで  

備  考  

こ の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６
０ 日 以 内 に 、 亀 山 市 長 に 対 し て 異 議 申 立 て を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 決 定 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 決 定 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月
以 内 に 、 亀 山 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 亀 山 市 を 代 表 と す る 者 は 亀 山 市 長 と な り ま
す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。 な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 翌 日 の 日 か ら 起
算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、
異 議 申 し 立 て を し た 場 合 に は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌
日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  
 



様式第３号（第５条関係）  

第    号  

年   月   日  

 

 

       様  

 

亀山市福祉事務所長         印   

 

 

保育所等利用調整結果通知書  
 

 

保育所等の利用調整については、次のとおり決定いたしましたか

ら通知いたします。  

 

利用する小学校就学
前子どもの氏名及び
生年月日  年   月   日  
利用する認定こども園
又は家庭的保育事業等
の名称及び所在地  

 
 
 

 
利用の期間  
 

年   月   日から  
   年   月   日まで  

備  考  

こ の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０
日 以 内 に 、 亀 山 市 長 に 対 し て 異 議 申 立 て を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 決 定 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 決 定 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月
以 内 に 、 亀 山 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 亀 山 市 を 代 表 と す る 者 は 亀 山 市 長 と な り ま
す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。 な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 翌 日 の 日 か ら 起
算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、
異 議 申 し 立 て を し た 場 合 に は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌
日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

 



様式第４号（第５条関係）  

第    号  

年   月   日  

 

 

       様  

 

亀山市福祉事務所長         印   

 

 

保育所等利用保留通知書  
 

 

保育所等の利用については、調整の結果、次の理由により直ちに

入所できませんので、通知します。  

 

小学校就学前子ども
の氏名及び生年月日  

 
 
年   月   日  

利用を希望する  
保育所等の名称  

 
 
 

保留の理由  

 

こ の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０
日 以 内 に 、 亀 山 市 長 に 対 し て 異 議 申 立 て を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 決 定 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 決 定 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月
以 内 に 、 亀 山 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 亀 山 市 を 代 表 と す る 者 は 亀 山 市 長 と な り ま
す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。 な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 翌 日 の 日 か ら 起
算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、
異 議 申 し 立 て を し た 場 合 に は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌
日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

 

 



様式第５号（第６条関係）  

第    号  

年   月   日  

 

 

       様  

 

亀山市福祉事務所長         印   

 

 

保育所利用解除決定通知書  
 

保育所の利用については、次のとおり解除いたしましたから通知

いたします。  

 

小学校就学前子ども
の氏名及び生年月日  

 
 
年   月   日  

保 育所の名称及び所
在地  

 
 
 

保 育所の利用解除の
年月日  

 
 
年   月   日  

保 育所の利用解除の
理由  

 
 
 

備  考  

こ の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０
日 以 内 に 、 亀 山 市 長 に 対 し て 異 議 申 立 て を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 決 定 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 決 定 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月
以 内 に 、 亀 山 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 亀 山 市 を 代 表 と す る 者 は 亀 山 市 長 と な り ま
す 。 ） 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。 な お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 翌 日 の 日 か ら 起
算 し て １ 年 を 経 過 す る と 決 定 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 た だ し 、
異 議 申 し 立 て を し た 場 合 に は 、 当 該 異 議 申 立 て に 対 す る 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌
日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  


